
第４回 見附市公立保育園等民営化検討委員会 会議録（要旨） 

会議名 第４回 見附市公立保育園等民営化検討委員会 

日 時 平成２２年２月２６日（金） 10 時 00 分～12 時 00 分 

場 所 見附市役所 ４０２会議室 

出席者 

出席者 全 13 名 

委員：9 名（寺川委員長、若杉副委員長、永井委員、三沢委員、本田委員、

長谷川委員、田中委員、三本委員、小玉委員） 

見附市（事務局）：4名（星野課長、佐藤課長補佐、佐藤副参事、矢島主任）

【会議概要】 

 要  旨 

１ 開 会 

星野課長 

（以下「課 長」） 

 

 

 

２ 寺川委員長 

（以下「委員長」） 

あいさつ 

 

３  議 題 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

副委員長 

 

 

 これから、第４回見附市公立保育園等民営化検討委員会を開催させていた

だきます。 

 はじめに委員長からごあいさつをいただきたいと思います。 

 

 

【委員長挨拶】 

  

 

 

今日の議題に入る前に簡単に私の方から前回までをまとめさせていただ

きたいと思います。 

まず、公立保育園の民営化については、諸般の事情を踏まえて「民営化は

止むなし」ということで委員諸氏のご意見は全員一致でまとめられたものと

思っております。 

次に、民営化にあたって市が留意すべき事項といたしまして、 

「こどもの利益を最優先して保育の質を低下させないようにすること」、 

「保護者に対して十分な説明を行い、理解を得ること」、 

「私立保育園で対応できないことは、公立保育園で行うこと」 

「一気に民営化するのではなく、慎重に進めてもらいたい。」 

「引継ぎ保育は、こどもとの信頼関係を築くための必要な期間を設けるこ

と」 

「こども、保護者の負担を最小限にすること」 

「保育士、パート職員の身分について配慮すること」 

以上、７点程に簡単にまとめさせていただきましたが、間違っている部分

や抜け落ちているところなどございましたら、ご提言いただきたいと思いま

す。 

いかがでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

今までのお話いただいたところは以上になりますが、ほかに私どもでやら

なければいけないことはございませんでしょうか。 

 

引継ぎ保育の期間を何ヶ月にするかといったことを提案する必要がある

かと思います。 



 

委 員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委 員 

 

 

 

委 員 
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委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

今、非常勤で働いている先生が民営化後も残って働けるのであれば、全員

が一気に変わるということがないのでベストだと思います。 

引継ぎ保育の期間を１ヶ月として実施した自治体がありますが、果たして

その期間が長いのか短いのかはその後の経緯を聞いてないので良くわから

ないところです。 

 

保護者代表の委員の方は、引継ぎ保育の期間で不安などはございますでし

ょうか。 

 

保育園では春先に担任の先生が変わることがあるのですが、先生が変わっ

てからの１～２ヶ月間は園児が混乱しているように感じます。 

引継ぎ期間が１ヵ月というのは、保護者としては短いように感じます。 

 

今までそういった経験がないので、引継ぎ保育の期間が１ヵ月で長いのか

短いのかはちょっと判断できないです。保護者の中でも１ヵ月が短いと思う

人もいるだろうし、十分だと思う人もいると思います。 

例えば、最初に期間を１ヵ月としておいて、保護者会で期間をもう少し伸

ばしてほしいとなったら伸ばすことができるような柔軟な対応ができれば

良いと思います。 

 

私は先生が変わるだけで建物や友だちが変わるわけではないので、子ども

たちはすぐに慣れてしまうものと思います。 

先生が変わることで環境が変わって子どもが不安定になると聞きますけ

ど、子どもはそこまで弱くないというか、以外に大丈夫だと思います。 

 

新聞に民間保育園の労働条件をめぐった問題についての記事が出ていま

したが、民営化でこういう風にならなければいいなと思います。 

引き受け先の保育園の運営理念がきちんとしていないと、保護者も子ども

もパニックになってしまうということですので、見附市としては、どういっ

た事業者に受けてもらうかということが大事になると思います。 

 

どういう「事業者」が引き継いで、どういう「理念」が持っているのかと

いったことがポイントになってくるものと思います。 

この先、民営化というのが決まれば市の方がどういうやり方で民営化する

のか「仕様書」を作ることになると思うのですが、そこでどういう「条件」

を付けてどういう「事業者」に設定するのかということが大事だと思います。

また、民営化といっても「公設民営化」という方法と「民設民営のまった

くの民営化」といった二通りの方法があるかと思いますが、見附市としては

どちらの方向で考えているのでしょうか。 

 

公設民営化というと補助金の関係などから財政的に市が運営している場

合と変わりがありません。民設民営の場合は国・県から補助金が出るかたち

になりますので、保育園を運営される法人としてみればそちらの方がより良

いのではないかと考えています。 

 

先程、引継ぎ保育の期間の話が出ましたが、入園児童の場合、どんなに保

育士に馴染めない子であっても、大体６月位になると保育園に慣れて自分の
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居場所を見つけたり好きな遊びをしたりします。そう考えると引継ぎ保育の

期間は３ヵ月位必要なのかなと思います。１ヵ月という期間は子どもにとっ

てちょっと短いのかなと思います。 

  

私も１ヵ月というのは短いと思います。子どもの生活や遊びというのは、

保育士の引継ぎがあって、その中で自分を出していけるものだと思います。

先程、話があったように、子どもの状態を見ながら引継ぎ保育の期間を検

討出来ればベストなのかなと思います。 

また、民営化に手を挙げた法人の中に適当な法人がいないようであれば、

計画を延ばしてほしいと思います。 

 

いろいろな考え方があって、引継ぎ保育の期間も 1ヵ月とか３ヵ月が良い

とか意見がありますが、ここでもって決めるものではなくて「適切」な期間

ということでいかがでしょうか。 

保護者にしっかりと理解されるような体制を作って、「問題があれば何で

もおっしゃってください」という保護者の意見に耳を傾ける体制を崩さない

でいけば、問題は起こらないのではないかと思います。 

それと、移管先法人の問題についてでありますが、民営化になったとして

も、「第３者評価」というものがありますので、移管先法人についても、運

営内容はチェックすることができます。 

 

ほかにもご意見をいただきたいと思うのですが、一気に民営化を進めない

というところで委員の皆様のご理解をいただいているところですが、例えば

公立保育園と私立保育園がバランス的にどうなのか、公立７園あるうち何園

を民営化したらいいのか、公立保育園を残すべき役割もあると思いますの

で、それらを踏まえたうえでご意見をいただきたいと思います。 

 

障がい者保育の分野など「公立保育園の役割」というものがあると思いま

すが、何園あればできるのか、逆に「公立保育園の役割」としてどの分野を

残すべきかという整理が必要になると思います。 

 

事務局としてその辺はどのように考えていますか。 

 

いくつ公立保育園を残したら良いかというのは今のところ具体的に考え

ておりません。市としては委員の皆様の意見を聞いたうえでまとめていきた

いと考えていますのでご理解いただきたいと思います。 

 

今のところは何園残すとかの数は決めないで、「適切な範囲内」でもって

公立と私立のバランスを取るということになるのだと思います。 

 

公立保育園の役割になるのか、民営化についてのことになるのか分からな

いのですが、市内の名木野小学校では、小学校の中にデイサービスが併設さ

れていたり、小学校と養護学校が同じ敷地内にあって施設が繋がっていま

す。民間がやった方がいいのか公立がやった方がいいのか分かりませんが、

保育園でもそういった活動ができる園があれば良いと思います。 

 

保護者の方から聞いた話なのですが、民営化をすることで、子どもが病気

になった時でも保育園で看てくれるようになるのであれば、民営化になった
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方が良いというような話をしてくださった方もいました。 

 

特別保育事業で病児保育と病後児保育というのがありまして、子どもが病

気になった時に保育園に預けるというものが病児保育になるのですが、そこ

には医療施設が併設していなければならないことになっています。そして看

護士さんなども必要になるので相当に経費が掛かることになります。国・県

の補助もあったと思うのですが、補助が出ても赤字になるので、財源が厳し

い中で実施している所は少ないのですが、見附市には見附市立病院がありま

すので、その中の一部でも使ってできれば素晴らしいのかなと思います。 

 

 

いろいろな意見が出されましたが、私の方でまとめに入らせていただきた

いと思います。 

本日は民営化に移行するための「条件」、「必要なこと」についてご意見を

たくさんいただきました。 

今までお話ししてきたことを細部に渡って肉付けするという作業が十分

になされたものと思っております。 

今ほど、話には上がってきませんでしたけれども、民営化する際には、そ

れを急激にしないで、移行期間みたいなものを十分に取っていただくことも

必要なのかなと思います。 

 

次回、第５回目の委員会は今までのまとめになると思うのですが、まとめ

に際して事務局の見解をお聞きしたいと思います。 

 

私どもの方で答申書というかたちでまとめさせていただき、それを皆様に

提示させていただいて、これでよろしいでしょうか、という格好にさせてい

ただきたいと思います。次回、最後の委員会でそれを委員長から市長の方へ

という格好にできれば良いと思いますが、委員長と市長の日程もございます

ので、その辺を調整していただいたうえで、後日になるかも知れませんが、

その時にまた委員長からご足労いただきたい、とこのように考えておりま

す。 

 

それでは、次回、最後の委員会で、今までの皆様のご意見を踏まえたうえ

で作成した答申書について、これでよろしいでしょうかというところでご議

論いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

「（２）その他」になりますが、事務局から連絡事項お願いします。 

 

次回、第５回見附市公立保育園等民営化検討委員会の日程ですが、３月２

９日（月）午前１０時からということにさせていただきたいと思いますがい

かがでしょうか。 

 

皆さん、ご都合いかがでございましょうか。よろしいでしょうか 

 

【異議なし】 

 



委員長 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、次回、第５回見附市公立保育園等民営化検討委員会を３月２９

日（月）、午前１０時から開催させていただきます。 

これにて、第４回見附市公立保育園等民営化検討委員会を終了させていた

だきます。 

ありがとうございました。 

  

 

【１２時終了】

 


